
2005年 輸出統計品目表改正 

新 旧 

単位 
 
 

統計品目番号 

 
単位 

 統計品目番号 
 品 名 

Ⅰ Ⅱ 
 

品 名 
Ⅰ Ⅱ 

 

90.14 

 

9014.20 

 

 

9014.80 

 

 

 

 

9014.90 

 

 

 

 

000 

 

 

 

 

900 

 

 

000 

 

 

 

 

羅針盤その他の航行用機器 

（省 略） 

－空中又は宇宙の航行用の機器（羅針盤を除く。） 

（削 徐） 

（削 徐） 

－その他の機器 

（省 略） 

－－その他のもの 

（削 徐） 

（削 徐） 

－部分品及び附属品 

（削 徐） 

（削 徐） 

 

 

 

ＮＯ 

 

 

 

 

ＮＯ 

 

 

 

 

 

 

ＫＧ 

 

 

 

 

ＫＧ 

 

 

ＫＧ 

 

90.14 

 

9014.20 

 

 

9014.80 

 

 

 

 

9014.90 

 

 

 

 

 

 

100 

900 

 

 

 

910 

990 

 

100 

900 

 

 

 

 

羅針盤その他の航行用機器 

（省 略） 

－空中又は宇宙の航行用の機器（羅針盤を除く。） 

－－電気式のもの 

－－その他のもの 

－その他の機器 

（省 略） 

－－その他のもの 

－－－電気式のもの 

－－－その他のもの 

－部分品及び附属品 

－－電気式機器用のもの 

－－その他のもの 

 

 

 

 

ＮＯ 

ＮＯ 

 

 

 

ＮＯ 

ＮＯ 

 

 

 

 

 

 

ＫＧ 

ＫＧ 

 

 

 

ＫＧ 

ＫＧ 

 

ＫＧ 

ＫＧ 

 

 
 



2005年 輸出統計品目表改正 

新 旧 

単位 
 
 

統計品目番号 

 
単位 

 統計品目番号 
 品 名 

Ⅰ Ⅱ 
 

品 名 
Ⅰ Ⅱ 

 

90.15 

 

 

 

9015.80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土地測量（写真測量を含む。）用、水路測量用、海

洋測量用、水理計測用、気象観測用又は地球物理

学用の機器（羅針盤を除く。）及び測距儀 

（省 略） 

－その他の機器 

（削 徐） 

（削 徐） 

（省 略） 

 

 

 

 

ＮＯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＫＧ 

 

 

 

 

90.15 

 

 

 

9015.80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土地測量（写真測量を含む。）用、水路測量用、海

洋測量用、水理計測用、気象観測用又は地球物理

学用の機器（羅針盤を除く。）及び測距儀 

（省 略） 

－その他の機器 

－－電気式のもの 

－－その他のもの 

（省 略） 

 

 

 

 

 

ＮＯ 

ＮＯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＫＧ 

ＫＧ 

 

 

 

 

 

 
 



2005年 輸出統計品目表改正 

新 旧 

単位 
 
 

統計品目番号 

 
単位 

 統計品目番号 
 品 名 

Ⅰ Ⅱ 
 

品 名 
Ⅰ Ⅱ 

 

90.16 

9016.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はかり（感量が50ミリグラム以内のものに限るも

のとし、分銅を附属させてあるかないかを問わな

い。） 

（削 徐） 

（削 徐） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＫＧ 

 

 

 

 

90.16 

9016.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はかり（感量が50ミリグラム以内のものに限るも

のとし、分銅を附属させてあるかないかを問わな

い。） 

－電気式のはかり並びにその部分品及び附属品 

－その他のもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＫＧ 

ＫＧ 

 

 

 

 

 

 
 



2005年 輸出統計品目表改正 

新 旧 

単位 
 
 

統計品目番号 

 
単位 

 統計品目番号 
 品 名 

Ⅰ Ⅱ 
 

品 名 
Ⅰ Ⅱ 

 

90.17 

 

 

 

 

 

9017.80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

製図機器、けがき用具及び計算用具（例えば、写

図機械、パントグラフ、分度器、製図用セット、

計算尺及び計算盤）並びに手持ち式の測長用具（例

えば、ものさし、巻尺、マイクロメーター及びパ

ス。この類の他の項に該当するものを除く。） 

（省 略） 

－その他の機器 

（省 略） 

－－その他のもの 

（削 徐） 

（省 略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90.17 

 

 

 

 

 

9017.80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

910 

 

 

 

 

 

 

 

製図機器、けがき用具及び計算用具（例えば、写

図機械、パントグラフ、分度器、製図用セット、

計算尺及び計算盤）並びに手持ち式の測長用具（例

えば、ものさし、巻尺、マイクロメーター及びパ

ス。この類の他の項に該当するものを除く。） 

（省 略） 

－その他の機器 

（省 略） 

－－その他のもの 

－－－直尺 

（省 略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＮＯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＫＧ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



2005年 輸出統計品目表改正 

新 旧 

単位 
 
 

統計品目番号 

 
単位 

 統計品目番号 
 品 名 

Ⅰ Ⅱ 
 

品 名 
Ⅰ Ⅱ 

 

90.18 

 

 

 

9018.11 

 

 

 

 

 

 

000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療用又は獣医用の機器（シンチグラフ装置その

他の医療用電気機器及び視力検査機器を含む。） 

－診断用電気機器（機能検査用又は生理学的パラ

メーター検査用の機器を含む。） 

－－心電計 

（削 徐） 

（削 徐） 

（省 略） 

 

 

 

 

ＮＯ 

 

 

 

 

ＫＧ 

90.18 

 

 

 

9018.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療用又は獣医用の機器（シンチグラフ装置その

他の医療用電気機器及び視力検査機器を含む。） 

－診断用電気機器（機能検査用又は生理学的パラメ

ーター検査用の機器を含む。） 

－－心電計 

－－－機器 

－－－部分品 

（省 略） 

 

 

 

 

 

 

ＮＯ 

ＮＯ 

 

 

 

 

 

ＫＧ 

ＫＧ 

 

 

 

 

 

 
 



2005年 輸出統計品目表改正 

新 旧 

単位 
 
 

統計品目番号 

 
単位 

 統計品目番号 
 品 名 

Ⅰ Ⅱ 
 

品 名 
Ⅰ Ⅱ 

 

90.22 

 

 

 

 

 

 

 

9022.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

000 

 

 

 

 

 

 

 

 

エックス線、アルファ線、ベータ線又はガンマ線

を使用する機器（放射線写真用又は放射線療法用

のものを含むものとし、医療用又は獣医用のもの

であるかないかを問わない。）、高電圧発生機、制

御盤、スクリーン並びに検査用又は処置用の机、

いすその他これらに類する物品及びエックス線管

その他のエックス線の発生機 

（省 略） 

－エックス線管 

（削 徐） 

（削 徐） 

（省 略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＮＯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＫＧ 

90.22 

 

 

 

 

 

 

 

9022.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

900 

 

 

 

 

 

エックス線、アルファ線、ベータ線又はガンマ線

を使用する機器（放射線写真用又は放射線療法用

のものを含むものとし、医療用又は獣医用のもの

であるかないかを問わない。）、高電圧発生機、制

御盤、スクリーン並びに検査用又は処置用の机、

いすその他これらに類する物品及びエックス線管

その他のエックス線の発生機 

（省 略） 

－エックス線管 

－－医療用のもの 

－－その他のもの 

（省 略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＮＯ 

ＮＯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＫＧ 

ＫＧ 

 

 

 

 

 

 



2005年 輸出統計品目表改正 

新 旧 

単位 
 
 

統計品目番号 

 
単位 

 統計品目番号 
 品 名 

Ⅰ Ⅱ 
 

品 名 
Ⅰ Ⅱ 

 

90.24 

 

 

 

9024.10 

 

 

9024.80 

 

 

 

 

000 

 

 

000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

硬さ試験機、強度試験機、圧縮試験機、弾性試験

機その他の材料試験機（材料（例えば、金属、木

材、紡織用繊維、紙及びプラスチック）の機械的

性質を試験するものに限る。） 

－材料試験機（金属を試験するものに限る。） 

（削 徐） 

（削 徐） 

－その他の機器 

（削 徐） 

（削 徐） 

（省 略） 

 

 

 

 

 

ＮＯ 

 

 

ＮＯ 

 

 

 

 

ＫＧ 

 

 

ＫＧ 

90.24 

 

 

 

9024.10 

 

 

9024.80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

900 

 

100 

900 

 

 

硬さ試験機、強度試験機、圧縮試験機、弾性試験

機その他の材料試験機（材料（例えば、金属、木

材、紡織用繊維、紙及びプラスチック）の機械的

性質を試験するものに限る。） 

－材料試験機（金属を試験するものに限る。） 

－－電気式のもの 

－－その他のもの 

－その他の機器 

－－電気式のもの 

－－その他のもの 

（省 略） 

 

 

 

 

 

 

ＮＯ 

ＮＯ 

 

ＮＯ 

ＮＯ 

 

 

 

 

 

ＫＧ 

ＫＧ 

 

ＫＧ 

ＫＧ 

 

 

 

 



2005年 輸出統計品目表改正 

新 旧 

単位 
 
 

統計品目番号 

 
単位 

 統計品目番号 
 品 名 

Ⅰ Ⅱ 
 

品 名 
Ⅰ Ⅱ 

 

90.25 

 

 

 

 

 

 

9025.19 

 

 

9025.80 

 

 

 

 

 

 

 

 

000 

 

 

000 

 

 

 

 

 

 

ハイドロメーターその他これに類する浮きばか

り、温度計、パイロメーター、気圧計、湿度計及

び乾湿球湿度計（記録装置を有するか有しないか

を問わない。）並びにこれらを組み合わせた物品 

－温度計及びパイロメーター（その他の機器と組

み合わせたものを除く。） 

（省 略） 

－－その他のもの 

（削 徐） 

（削 徐） 

－その他の機器 

（削 徐） 

（削 徐） 

（省 略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＮＯ 

 

 

ＮＯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＫＧ 

 

 

ＫＧ 

 

 

 

90.25 

 

 

 

 

 

 

9025.19 

 

 

9025.80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

900 

 

100 

900 

 

 

ハイドロメーターその他これに類する浮きばか

り、温度計、パイロメーター、気圧計、湿度計及

び乾湿球湿度計（記録装置を有するか有しないか

を問わない。）並びにこれらを組み合わせた物品 

－温度計及びパイロメーター（その他の機器と組み

合わせたものを除く。） 

（省 略） 

－－その他のもの 

－－－電気式のもの 

－－－その他のもの 

－その他の機器 

－－電気式のもの 

－－その他のもの 

（省 略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＮＯ 

ＮＯ 

 

ＮＯ 

ＮＯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＫＧ 

ＫＧ 

 

ＫＧ 

ＫＧ 

 

 

 

 
 



2005年 輸出統計品目表改正 

新 旧 

単位 
 
 

統計品目番号 

 
単位 

 統計品目番号 
 品 名 

Ⅰ Ⅱ 
 

品 名 
Ⅰ Ⅱ 

 

90.26 

 

 

 

 

9026.80 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

液体又は気体の流量、液位、圧力その他の変量の測

定用又は検査用の機器（例えば、流量計、液位計、

マノメーター及び熱流量計。第 90.14項、第 90.15

項、第90.28項又は第90.32項の機器を除く。） 

（省 略） 

－その他の機器 

－－電気式のもの 

（削 徐） 

（削 徐） 

（省 略） 

 

 

 

 

 

 

 

ＮＯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＫＧ 

 

 

 

 

 

90.26 

 

 

 

 

9026.80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110 

190 

 

 

 

 

 

液体又は気体の流量、液位、圧力その他の変量の測

定用又は検査用の機器（例えば、流量計、液位計、

マノメーター及び熱流量計。第90.14項、第90.15

項、第90.28項又は第90.32項の機器を除く。） 

（省 略） 

－その他の機器 

－－電気式のもの 

－－－電子式のもの 

－－－その他のもの 

（省 略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＮＯ 

ＮＯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＫＧ 

ＫＧ 

 

 

 

 
 


